
 

 

諮 問 事 項 

 
１.  保険料賦課限度額の見直しについて 

国民健康保険法施行令の改正に準じ、後期高齢者支援金等賦課額

保険料(支援分保険料)の賦課限度額を次のとおり改正する。 

(1)支援分保険料の賦課限度額を 22 万円から 24 万円に改正する。 

 

２.  保険料軽減制度の対象となる所得判定基準の見直しについて 

国民健康保険法施行令の改正に準じ、保険料の基礎賦課額を減額

する際の所得判定基準を次のとおり改正する。 

  (1)5 割軽減の対象となる所得金額の引上げ 

   (改正前) 43 万円＋{(給与所得者等の数－1)×10 万円}(※)

＋29 万円×被保険者数 

   (改正後) 43 万円＋{(給与所得者等の数－1)×10 万円}(※)

＋29.5 万円×被保険者数 

(2)2 割軽減の対象となる所得金額の引上げ 

(改正前)  43 万円＋{(給与所得者等の数－1)×10 万円}(※) 

＋53.5 万円×被保険者数 

(改正後) 43 万円＋{(給与所得者等の数－1)×10 万円}(※) 

＋54.5 万円×被保険者数 

  ※ 給与所得者等の数が 2 人以上の場合に限る。 

 

３. 退職者医療制度の廃止について 

平成 20 年度に前期高齢者医療制度が創設されたことに伴い廃

止され、平成 26 年度まで経過措置があったが、平成 27 年度から

新規適用は終了し、近年、対象者が激減し、財政調整効果が実質

喪失していることから廃止する。 
 

別添  



４. 令和６年度一人当たり保険料について 

基礎賦課額保険料 (医療分保険料)及び後期高齢者支援金等賦課額

保険料 (支援分保険料)並びに介護納付金賦課額保険料（介護分保険料）に

ついては、本来負担いただくべき保険料に引き上げる必要がある

が、基金を活用し被保険者の負担軽減を図りながら、段階的に引

き上げる。 

(1)医療分保険料については、基金の活用により一人当たり保険 

料の引き上げ幅を抑制し、前年度から 4,250 円引上げ 57,640

円とする。 

(2)支援分保険料については、基金の活用により一人当たり保険 

料の引き上げ幅を抑制し、前年度から 1,640 円引上げ 22,150 

円とする。 

(3)介護分保険料については、基金の活用により一人当たり保険 

料の引き上げ幅を抑制し、前年度から 280 円引上げ 28,940 円 

とする。 

 


